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おしらせＨＯＴコーナーおしらせＨＯＴコーナー

人間ドックなどを受けた方は
健診結果の提供にご協力ください！
人間ドックなどを受けた方は

健診結果の提供にご協力ください！ふ
れ
あ
い
福
祉
コ
ー
ナ
ー

生
活
に
困
っ
た
ら
、　
　
　
　
　
　
　

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
相
談
し
て
く
だ
さ
い
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☎994-5500八條

☎995-6215八幡
☎994-5500八條

っ
て
み
た
い
な

と
な
り
ま
ち
ま
ち

行行

　
平
成
２８
年
度
の
資
料
貸
出
ラ
ン
キ
ン
グ

を
紹
介
し
ま
す
。

■
一
般
書

１
位
「
火ひ

花ば
な

」

又ま
た

吉よ
し　
直な

お

樹き　
著

２
位
「
夢む

幻げ
ん

花ば
な

」

東ひ
が
し

野の　
圭け

い

吾ご　
著

３
位
「
天て

ん

才さ
い

」

石い
し

原は
ら　
慎し

ん

太た

郎ろ
う　
著

４
位
「
人に

ん

魚ぎ
ょ

の
眠ね

む

る
家い

え

」東ひ
が
し

野の　
圭け

い

吾ご　
著

５
位
「
虚う

つ

ろ
な
十じ

ゅ
う

字じ

架か

」東ひ
が
し

野の　
圭け

い

吾ご　
著

■
児
童
書

１
位
「
か
い
け
つ
ゾ
ロ
リ
」
シ
リ
ー
ズ

原は
ら　
ゆ
た
か　
さ
く
・
え

２
位
「
い
え
の
お
ば
け
ず
か
ん
」

斉さ
い

藤と
う　
洋ひ

ろ
し　
作

３
位
「
ひ
み
つ
の
き
も
ち
ぎ
ん
こ
う
」

ふ
じ
も
と　
み
さ
と　
作

■
絵
本

１
位
「
こ
ぐ
ま
ち
ゃ
ん
」
シ
リ
ー
ズ

わ
か
や
ま　
け
ん　
え

２
位
「
へ
ん
し
ん
」
シ
リ
ー
ズ

あ
き
や
ま　
た
だ
し　
作
・
絵

３
位
「
だ
る
ま
さ
ん
と
」

か
が
く
い　
ひ
ろ
し　
さ
く

■
６
月
の
上
映
会
の
日

○
八
幡
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
１１
日
㈰
・
２５
日
㈰　
午
後

２
時
～

○
八
條
図
書
館

▼
児
童
向
け
＝
４
日
㈰
・
１１
日
㈰
・
２５
日

㈰　
午
前
１１
時
～

▼
一
般
向
け
＝
１１
日
㈰
・
１８
日
㈰
・
２５
日

㈰　
午
後
２
時
～

※
上
映
内
容
な
ど
、
詳
し
く
は
図
書
館
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
６
月
の
休
館
日

八
幡
・
八
條
図
書
館　
毎
週
月
曜
日　

駅
前
出
張
所
図
書
窓
口　

毎
週
土
・
日
曜
日

物国保年金課☎焚８２５

　４０歳以上の八潮市国民健康保険の加入者で、人間ドックや会社などの
健診を受けている場合は、ぜひ受診結果をご提供ください（返信用封筒
を受診券と一緒に送付しています）。
　受診結果を提供すると、次のようなメリットがあります。

特定健診は１１月３０日まで実施中！
ぜひ受診してください。

法律相談などで多い事例とそのアドバイス
法律相談コラム

事例

　先日、私の兄が８０歳で他界しました。兄の遺産は自宅の土地建物と
わずかな預金だけです。兄は生涯独身だったので妻や子はおらず、一
人暮らしをしていました。兄には、私の他に姉と妹がいましたが、姉
は既に他界していて、姉には子が２人います。自宅などの遺産の処分
をどのようにしたら良いでしょうか。
回答

　兄の遺産の分け方が問題となりますが、まずは遺言書が残されてい
ないか確認をしましょう。遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言
と公証人が作成する公正証書遺言がありますが、後者が存在するかど
うかは全国の公証役場で調べることができます。遺言書が残されてい
れば、そこに書かれた内容が優先されます。
　また、兄に借金がなかったかどうかも一応確認した方が良いでしょ
う。残された遺産よりも借金の方が多い場合には、相続放棄の手続き
をとった方が良いからです。相続放棄の手続きは、原則、相続の開始
を知ったときから３カ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
　遺言書がなく、相続放棄をすることもなければ、法律上の相続人（法
定相続人）の間で遺産の分け方を話し合うことになります。今回の場
合、法定相続人は、弟（私）、妹、姉の子２人（甥・姪）の計４人とな
ります。それぞれの法定相続分は、弟（私）と妹が各３分の１、甥・姪
が姉の代襲相続人として各６分の１となります。
　遺産分割の方法は、相続人の協議で自由に決めることができるのが
原則です。自宅が残されている場合、相続人の一人がそこに住み、他
の相続人に代償金を支払ったり、自宅を売却してその代金を相続人間
で分け合ったりすることが考えられます。しかし、遺産の分け方を話
合いで決めることができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停の
申立てをする必要があります。調停では、調停委員に間に入ってもら
ったうえで話し合いが行われます。それでも話がまとまらない場合に
は、裁判所が遺産分割の方法について決定を下す「審判」の手続きと
なります。
　相続に関する法律上の問題には難しいことも多いので、心配なこと
がある場合には早めに専門家に相談をした方が良いでしょう。
物埼玉弁護士会越谷支部☎９６２－１１８８　廣部（弁護士）

遺産分割について

　
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
に
よ
り
働
け
な
く
な

っ
た
り
、
世
帯
の
主
な
働
き
手
が
死
亡
し

た
り
し
て
生
活
に
困
っ
た
ら
、
一
人
で
抱

え
込
ま
ず
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度

　
市
で
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援

窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
生
活
保
護
に
至
る
前
の

段
階
で
、
現
に
生
活
に
困
っ
て
い
る
方
に

対
し
、
相
談
支
援
な
ど
を
行
い
自
立
の
促

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

■
支
援
内
容

～
自
立
相
談
支
援
事
業
～

　
支
援
員
が
相
談
者
の
生
活
状
況
な
ど
を

確
認
し
、
ど
の
よ
う
な
支
援
が
必
要
か
を

一
緒
に
考
え
、
具
体
的
な
支
援
プ
ラ
ン
を

作
成
し
、
生
活
の
安
定
に
向
け
た
支
援
を

行
い
ま
す
。

～
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給
～

　
離
職
な
ど
に
よ
り
住
居
を
失
っ
た
、
ま

た
は
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
方
に
一
定
期
間
、

家
賃
相
当
額
を
支
給
し
ま
す
。

※
支
給
に
つ
い
て
は
一
定
要
件
あ
り

～
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業
～

　
生
活
困
窮
状
態
に
あ
る
世
帯
の
中
学
生

・
高
校
生
に
、
学
習
を
支
援
す
る
場
を
設

け
て
個
々
の
学
力
に
合
わ
せ
た
学
習
支
援

や
高
校
進
学
な
ど
に
関
す
る
進
路
相
談
、

家
庭
訪
問
な
ど
を
行
い
ま
す
。

※
参
加
に
つ
い
て
は
一
定
要
件
あ
り

　
近
隣
４
市
１
町
の
イ
ベ
ン
ト
情
報
を
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

　
ぜ
ひ
、
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

三
郷
市

市
制
施
行
４５
周
年
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー

ト
「
眠
れ
る
森
の
美
女
」

腹
７
月
１７
日
㈷　
午
後
２
時
～
（
１
時
３０

分
開
場
）

複
三
郷
市
文
化
会
館

沸
（
全
席
指
定
）
大
人
２
４
０
０
円
、
高

校
生
以
下
１
２
０
０
円
※
３
歳
未
満
で
ひ

ざ
上
鑑
賞
の
場
合
の
み
無
料

物
文
化
会
館
チ
ケ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
☎
９５８
・

９
９
０
０

越
谷
市

越
谷
国
際
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
７

腹
６
月
４
日
㈰　
午
前
１０
時
～
午
後
４
時

複
葛
西
用
水
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ

淵
外
国
の
文
化
の
紹
介
、
国
際
交
流
活
動

の
紹
介
、
外
国
雑
貨
の
販
売
、
外
国
料
理

屋
台
、
ス
テ
ー
ジ
発
表
（
色
々
な
国
の
踊

り
な
ど
）

物
越
谷
市
国
際
交
流
協
会
☎
９６０
・
３
３
５

０

吉
川
市

さ
つ
き
展

腹
５
月
２７
日
㈯　
午
後
１
時
～
９
時
、
５

月
２８
日
㈰　
午
前
９
時
～
午
後
３
時

複
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
お
あ
し
す

淵
市
の
花
「
さ
つ
き
」
の
展
示
会
、
チ
ャ

リ
テ
ィ
販
売

物
商
工
課
☎
９８２
・
９
６
９
７

松
伏
町

ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
春
の
花
ま
つ
り

腹
５
月
２７
日
㈯　
午
前
１０
時
～
午
後
２
時

※
雨
天
の
場
合
５
月
２８
日
㈰
に
順
延

複
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園

淵
ポ
ピ
ー
と
ム
ギ
ナ
デ
シ
コ
の
観
賞
、
写

生
会
、
模
擬
店
、
各
種
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン

な
ど

物
ま
つ
ぶ
し
緑
の
丘
公
園
管
理
セ
ン
タ
ー　

☎
９９１
・
１
２
１
１草

加
市

ソ
ウ
カ
パ
イ
ン
オ
ペ
ラ
コ
ン
サ
ー
ト

腹
６
月
２５
日
㈰　
午
後
２
時
～

複
草
加
市
文
化
会
館

淵
第
一
線
で
活
躍
す
る
ソ
リ
ス
ト
を
迎
え
、

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
と
公
募
に
よ
る
市
民
合
唱

団
が
共
演
す
る
オ
ペ
ラ
公
演

沸
（
全
席
指
定
）
２
０
０
０
～
４
５
０
０

円仏
草
加
市
文
化
会
館
☎
９３１
・
９
３
２
５

①�健診結果が一定の要件に該当する方は、無料で市の特定保健指導
が利用できます。
②�人間ドックの検査項目のうち、市の「健康診査補助金」の交付対象
となるものがある場合、この補助金が受けられる場合があります。

～
就
労
準
備
支
援
事
業
～

　
支
援
員
が
相
談
者
の
健
康
状
態
な
ど
を

確
認
し
、
今
後
の
就
労
に
つ
い
て
相
談
者

と
一
緒
に
考
え
、
就
職
活
動
の
支
援
を
し

ま
す
。

②
生
活
保
護
制
度

　
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
が
困
難
に
な

っ
た
方
に
対
し
て
、
最
低
限
度
の
生
活
を

保
障
し
、
一
日
も
早
く
自
立
で
き
る
よ
う

支
援
す
る
制
度
で
す
。

　
こ
の
制
度
は
、
生
活
保
護
法
に
基
づ
い

て
行
わ
れ
、
生
活
保
護
を
受
け
ら
れ
る
か

ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
扶
助
が
ど
の
程
度

受
け
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
世

帯
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
具
体
的
な
個
々
の
状
況
確

認
が
必
要
な
た
め
、
社
会
福
祉
課
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

物
社
会
福
祉
課
☎
焚
２
４
５
、
生
活
困
窮

者
自
立
相
談
支
援
専
用
電
話
☎
９４９
・
６
３

１
７
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